
平成30年2月16日 滋賀県医療福祉推進課 

医療・介護の体制整備に係る「協議の場」について 

 

１．「協議の場」の目的 

滋賀県が策定する保健医療計画と介護保険事業支援計画および市町が策定する介護保険

事業計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性の確保を図る。 

特に、保健医療計画に掲げる在宅医療の整備目標と、介護保険事業（支援）計画に掲げ

る介護の見込み量を整合的なものにするための協議を行う。 

 

２．実施方法 

(1) 設置の単位 

協議の場は、二次保健医療圏（保健福祉圏域）ごとに、滋賀県と市町が地域医師

会等の有識者を交えて実施する。 

（原則として）地域医療構想調整会議の枠組を活用するものとする。 

(2) 構成 

県健康福祉事務所（保健所）、市町、圏域の関係団体・有識者等（地域医師会、

歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護サービス事業者協議会等）とする。 

   大津圏域については、県と大津市が調整のうえ設定する。 

(3) 協議の内容 

① 療養病床や一般病床から在宅医療等で対応する新たなサービス必要量につ

いて、医療・介護どの分野で対応するべきか検討し、整合的な整備目標・見

込量を設定するための調整 

② 介護施設の整備計画に関しての調整 

③ その他必要な事項 

なお、個々の計画の最終的な議論は、滋賀県においては医療審議会や高齢化対策

審議会、市町においては介護保険事業計画作成委員会等において、それぞれ行う。 

 

３．事前に自治体間で整理すべき事項   （※国資料より） 

（１）保健医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要について 

（２）具体的な整備目標・見込み量の在り方について 

（３）目標の達成状況の評価について 

 ⇒ 新計画策定後、保健医療計画の中間見直しと次期介護保険事業（支援）計画

策定に向けて実施 

 

⇒ 今後、必要に応じて地域医療構想調整会議で報告 

資料８ 
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H30.2.16 滋賀県医療福祉推進課

１．療養病床機能転換に伴う新たな需要

【在宅医療の新たな需要】

平成32年度（2020年） 平成37年度（2025年）

184人 491人
（大津市 70人） （大津市 186人）

比較的軽度な患者（医療区分１の70％） ⇒うち65歳以上(426人)は

入院受療率地域差の解消分 在宅の介護サービスも利用

【介護サービスの新たな需要】
平成32年度（2020年） 平成37年度（2025年）

639人 1,703人

（大津市 245人） （大津市 654人）

⇒在宅サービス1/4(426人)

⇒施設・居住系サービス3/4(1,277人)

２．介護離職ゼロへの対応

平成32年度 平成35年度

(2020年) (2023年)

(193人) (385人)

⇒　在宅・施設サービス、サービス付き高齢者住宅の追加整備

（大津市）

在宅医療・介護サービス量の見込みの考え方について
(H30～H32)

　介護療養病床の廃止の期限が平成35年度(2023年度)末とされ、新たなサービス類型とし

て介護医療院が創設されました。

　医療療養病床を含めた療養病床の転換等により、在宅医療および介護で新たなサービス

需要が見込まれます。

(2)特養入所を自宅待機する高齢者を解消するための整備分
1,654人827人

(1)介護サービスが利用できずやむを得ず離職する者をなくすための整備分

 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策緊急対策（H27.11一億総活躍国民会

議）」において、介護離職ゼロを達成するため、2020年代初頭までに、現行約38万人分以

上（2015年度から2020年度までの増加分）の整備に加え、在宅・施設サービス及びサービス付き

高齢者向け住宅の整備量を約12万人分前倒し・上乗せするとの方針が示されています。

　これに対応するため、平成35年度(2023年度)までに下記の整備量を追加で見込むことに

なります。

　在宅医療・介護サービス量は、以下の需要を追加的に見込むこととし、滋賀県保健医療計画

および第7期介護保険事業(支援)計画に反映しています。

療養病床数

2,813床(H29.3.1)

医療療養病床

2,456床（30病院等）

介護療養病床

357床（5病院）

（医療病床等）

（外来医療）

1,768人(H37)

65歳以上


